
2003年9月の情報です。

＜－戻る
　神奈川県は、県内の公共用水域及び地下水の水質汚濁状況を監視するため、水質汚濁防止法第16条により
測定計画を作成し、この計画に基づいて国土交通省、横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市、相模原市、小田原
市、大和市、平塚市及び厚木市と共同して、水質の測定を実施している。平成1４年度の測定結果は次のとおり
である。

Ⅰ 測定の概要

１　測定地点数等

測　定　地　点　数　及　び　実　施　期　間 (測定頻度)

公共用水域１４４
地点

平成１４年４月～平成１５年３月(毎月１回) 

環境基準点 補助地点 合計

河川（３１水域）
湖 沼(４水域)
海 域（１３水域）

３４
７
２９

５０
１０
１４

８４
１７
４３

計（４８水域） ７０ ７４ １４４

地　下　水
５１９地点

　 平成１４年１０月～平成１４年１２月(年１回) 

調査の種類 調査地点数

概況
メッシュ調査（※１） 324

定点調査（※２） 100

定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査（※３） 95

計 519

※１　メッシュ調査
　県内全域を１kmメッシュに区切り、各メッシュ内ごとに１つの井戸を選
定し、その井戸の水質について調査する。
　４年間で、井戸の存在する県内のメッシュについて調査するように、
年次計画に基づいて実施している。
　平成１４年度においては、横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市、相模
原市、小田原市、平塚市、大和市、厚木市、茅ヶ崎市、海老名市、座間
市及び寒川町の１２市１町をメッシュ内に存在する３２４カ所の井戸の
水質について調査した。
※２　定点調査
　地域における代表的な地点において長期的な観点から水質の経年
的変化の把握を目的に調査する。
　平成１４年度においては１８市１７町１村の１００カ所の井戸について
経年的変化を調査した。
※３　定期モニタリング調査
　前年度までの調査の結果、汚染が確認された地点において継続的
な監視のため、定期的に調査する。
　平成１４年度においては、１３市３町の９５カ所の井戸を調査した。

２　測定項目 

公共用水域

環境基準項目
特殊項目 その他項目 観測項目 計

健康項目 生活環境項目

２６ ９ ８ ８ １３ ６４

（注）健康項目………カドミウム、全シアン等人の健康の保護に関する項目
　　　生活環境項目…ＢＯＤ、ＣＯＤ等生活環境の保全に関する項目
　　　特殊項目………フェノール類、銅等法・条例の規制項目
　　　その他項目……アンモニア性窒素、燐酸態燐等
　　　観測項目………水温、流量等
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地 下 水
環境基準項目 その他項目 一般項目 計

２６ １ ５ ３２

（注）環境基準項目……カドミウム、全シアン等人の健康の保護に関する項目
　　　その他項目…フェノール類
　　　一般項目……電気伝導率、ｐＨ、水温等

３　評価方法

（１）公共用水域
　ア　健康項目の評価
　全シアンは、測定地点における年間測定値の最高値が環境基準値以下の場合、その他25項目の健康項目
は、測定地点における年間測定値の平均値が環境基準値以下の場合に、環境基準を達成していると評価す
る。
イ　生活環境項目（ＢＯＤ又はＣＯＤ）の評価
　（ア）類型指定水域における評価

• 水域類型が指定されている環境基準点において、類型の環境基準値を満たしている日間平均値のデー
タ数の占める割合をもって評価するが、その割合が75％以上ある場合、環境基準を達成していると評価
する。
（75%水質値：年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べたときの0.75×ｎ（ｎは日
間平均値のデータ数）番目のデータ値）
• 一つの水域において複数の環境基準点を有する場合は、すべての環境基準点において環境基準が達成
されている場合に、環境基準を達成していると評価する。
• 県際水域（隣接都県にまたがる水域）については、県内の環境基準点で評価する。

　（イ）測定地点（環境基準点、補助地点）における評価
　類型の環境基準値を満たしている日間平均値のデータ数に占める割合をもって評価するが、その割合が75％
以上ある場合、環境基準に適合していると評価する。
　（ウ）経年変化による評価
　経年変化については､年間平均値により評価する。
＊昭和５２年７月１日付環水管第５２号環境庁水質保全局水質管理課長回答等による。
　ウ　生活環境項目（東京湾の全窒素及び全燐）の評価

• 水域類型が指定されている環境基準点における上層の年間平均値が基準値を満たしている場合に、環
境基準を達成していると評価する。
• 一つの水域において複数の環境基準点を有する場合は、各基準点の上層の年間平均値を当該水域内
のすべての基準点について平均した値が基準値を満たしている場合に、環境基準を達成していると評価
する。
• 県際水域については、東京都及び千葉県が測定している環境基準点を含めて評価する。
＊平成７年２月２８日付環水管第33号、環境庁水質保全局水質管理課長通知等による。

（２）地下水
　ア　環境基準項目の評価
　全シアンは、測定地点における年間測定値の最高値が環境基準値以下の場合、その他25項目は、測定地点
における年間測定値の平均値が環境基準値以下の場合に、環境基準を達成していると評価する。
　イ　その他項目及び一般項目の評価
　測定地点における測定値が評価基準値以下の場合に評価基準を達成していると評価する。
＊フェノール類及びｐＨの評価基準は、水道法第４条に基づく水質基準による。

＜－戻る
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